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滋賀県防災危機管理局の執務室移転について 

 

 滋賀県危機管理センターは、平成28年１月中旬の供用開始に向けて、準備を進めている

ところです。センターの供用開始に先立ち、県庁本館２階にある防災危機管理局の執務室

は、下記のとおり同センター４階へ移転する予定ですのでお知らせします。 

 連絡先の変更について、ＦＡＸ等の短縮登録を行われている場合は、お手数ですが登録

の変更をお願いします。 

 なお、事務室移転後に防災危機管理局に御用の方は、センターの供用開始前でも、滋賀

県危機管理センター４階へお越しください。 

 

                    記 

 

１．移転先    滋賀県危機管理センター４階事務室 

         滋賀県庁正面玄関を出た右手に、センターの正面入口があります。 

         ※郵便物の宛先は、下記のとおり変更ありません。 

 

２．移転の時期  平成27年12月27日（日） 

         電話は、12月26日（土）にセンターへ切り替える予定です。 

 

３．連絡先の変更 

  (1) 電話番号（外線ダイヤルイン）は、変更ありません。 ただし、内線番号は、

センター独自の「７ではじまる４桁の番号」に変わります。 

  (2) ＦＡＸ番号  （現在）077-528-4994 （防災危機管理局） 

               077-528-4843 （原子力防災室） 

          （移転後）077-528-6037 （４階センター事務室、２台共通） 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県防災危機管理局 管理・情報係 

〒520-8577 大津市京町四丁目１番１号 

 

電話：077-528-3430 （FAX は上記をご参照ください） 

内線：７４０５（H27.12.26 以降の内線） 

e-mail:as00@pref.shiga.lg.jp 



滋賀県危機管理センターの所在地について 

 

 

 

 

・県庁本館の正面玄関を出て右手に、危機管理センターの正面玄関があります。 

・県庁南駐車場からは、県庁舎敷地内を経由して、センター正面玄関へおまわりください。 

 

 

 

 

・ご来館には、公共交通機関をご利用ください。 

・県道からセンター正面玄関前へ、徒歩での往来はできますが、車両は通行できません。 

 危機管理センター正面玄関前の駐車区画は、本館東駐車場と同様、関係者用駐車場のた

め、センターに来館される方は駐車できません。 

・県庁本館と危機管理センターの間には、２階に連絡通路があります。時間外は施錠しま

すので、ご注意願います。 

滋賀県危機管理センター 

至 京阪電車 島ノ関駅 

    至 ＪＲ大津駅 

 

防災危機管理局に御用

の方は、危機管理セン

ター４階事務室へ 

県道 103 号大津停車場本宮線 


